
正規職員・指導員 

令 和 9 年 ４ 月１ 日 採用 お よび 随 時職 員募 集 情報 (指 導 員 ) 

雇 用 形 態 
正規職員  

※採用から 6 ヶ月間は試用期間（諸条件に差異なし）とします。 

募 集 職 種・人数 指導員 2 名程度 

業 務 内 容 
雇入れ直後 

障害児・者及び高齢者の直接支援・相談支援・生活支援・身体介護・ 

指導計画の立案等の業務等 

変更の範囲 雇入れ直後の従事すべき業務と同じ。 

勤 務 地 
雇入れ直後 

千葉市内の協議会管理施設（千葉市内のみの勤務となります。） 

（https://chiba-shakyo.jp/） 

変更の範囲 上記と同じ（本会が管理する全施設（事業所））。 

応 募 資 格 

年 齢 要 件 ・平成３年 4 月 2 日以降に生まれた方 

資 格 要 件 

① 社会福祉士の資格を有する方 

② 社会福祉主事任用資格を有する方 

③ 大学で、社会福祉学科、心理学科、教育学科、社会学科等を卒業した方 

④ 教員免許状を有する方 

⑤ 児童指導員任用資格を有する方 

⑥ 精神保健福祉士の資格を有する方 

※採用日時点において、①～⑥のいずれかに該当する方（見込み可） 

給 与 

月給 （4 大新卒者の場合）        ２５６，２７２円～ 

（4 大既卒者５年経験者の場合）   ２７７，１３４円～ 

（4 大既卒者１０年経験者の場合）  ２９０，５８６円～ 

※月給には、地域手当が含まれます。 

※その他手当(時間外・住居・通勤・扶養・期末勤勉【4.4０カ月/年(令和 7 年度実

績)初年度は採用月に応じて減額されます】等)を別途支給します。 

※規定に基づく退職手当制度があります。 

※初任給は、学歴・前職等に応じて決定します。 

勤 務 条 件 

勤務形態 週 5 日（土日祝休）、又は変則勤務（年末年始、祝日相当分休み） 

勤務時間 7：30～16：15、8：30～17：15、8：45～17：30、 

9：00～17：45、10：15～19：00 

※勤務地やシフトにより異なります。 

有給休暇 毎年 4/1 に 20 日付与されます。採用日時点での付与あり。 

特別休暇 結婚、出産、子の看護、介護、夏季（6 日）・忌引 他 

応 募 方 法 

履歴書（写真貼付）と当該資格証の写しを添付のうえ、（資格取得見込み者について

は卒業見込証明書を添付）令和 8 年 7 月 10 日（金）17：00（必着）までに下記

住所宛、郵送またはご持参ください。（なお、履歴書の右上に必ず採用希望職種を記

入すること） 

試験日程 

・内容 

《1 次試験》 令和 8 年 7 月 29 日（水）適性検査・教養試験・作文試験 

《2 次試験》 令和 8 年 8 月 28 日（金）面接試験（1 次試験合格者のみ） 

※応募状況により、１次試験の前に書類審査を実施する場合があります。 

採用予定日 
令和 9 年４月１日 および 随時 

（但し、原則として各月の１日となります。） 



正規職員・指導員 

特記事項 

・本業務へ従事するに当たっては、令和８年 12 月 25 日までに施行予定の学校設置者

等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す

る法律（令和６年法律第 69 号。以下「こども性暴力防止法」といいます。）に基づ

き、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 

・特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こども性暴力防止

法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の

採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 

・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前

科の有無を確認いたします。 

※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文をご参照ください。 

問い合わせ 

書類郵送先 

〒２６０－０８４４ 

千葉市中央区千葉寺町１２０８－２千葉市ハーモニープラザ 3 階 

千葉市社会福祉協議会 総務企画課施設経営班 採用担当宛 

電話 ０４３－２０９－８８１５ 

○本会の概要等、詳細は本会ホームページをご覧ください。（https://chiba-shakyo.jp/） 

○お問い合わせは平日にお願いいたします。（電子メールでのお問い合わせは、ご遠慮下さい。） 



別紙（参照条文） 

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令

和６年法律第 69 号）（抄） 

（定義） 

第二条（略） 

７ この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。 

一 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条ま

で、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条（同項の罪に係る部分に限る。）の罪 

二 盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）第四条の罪（刑法第二百四十一条第一項

の罪を犯す行為に係るものに限る。） 

三 児童福祉法第六十条第一項の罪 

四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成十一年法

律第五十二号）第四条から第八条までの罪 

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消

去等に関する法律（令和五年法律第六十七号）第二条から第六条までの罪 

六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして

政令で定めるもの 

イ みだりに人の身体の一部に接触する行為 

ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機

その他の機器（以下このロにおいて「写真機等」という。）を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体

を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為 

ハ みだりに卑わいな言動をする行為（イ又はロに掲げるものを除く。） 

ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為 

８ この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者（その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた

者（当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。）を除く。）

であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過し

ないもの 

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定

した日から起算して十年を経過しないもの 

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの 

附 則 

（改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係） 

第二条 第二条第七項（第一号に係る部分に限る。）の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲

げる罪とみなす。 

一 刑法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。）

による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの

罪の未遂罪 

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律（令和五年法律第六十六号）第一条の規定による改正前の

刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪 

２ 第二条第七項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規

定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪（刑法一部改正法による改正前の刑法

第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。）は、同号に掲げる罪とみなす。 

（懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係） 

第三条 第二条第八項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）及び第三十四条第二項（第一号並びに第二

号ロ及びホに係る部分に限る。）の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律（令和四年法律

第六十七号）第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い

渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。 

※第２条第７項第６号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等

のための措置に関する法律施行令（令和７年政令第 440 号）（抄）第２条及び附則第２項に掲げる条例（各

都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例）で定める又は定められていた罪であって、

同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。 



職種別業務紹介

令和8年4月時点社会福祉法人千葉市社会福祉協議会



指導員
指導員とは・・・
千葉市社会福祉協議会の「指導員」は市内の協議会管理施設で障害児・者や高齢者

に対し様々な支援をします。一言で言うと「支援」ですが、配属施設によってその内
容は異なります。
障害分野の施設では、療育や発達支援、相談支援、生活支援、就労支援、活動支援

等の直接支援の他、地域連携や社会参加の促進等。高齢分野の施設では、高齢者の生
活相談や健康相談など相談支援をはじめ、介護予防などのイベント企画立案、地域へ
の訪問等。どちらの分野においても、関係機関と連携をして支援しています。
市内に障害・高齢施設を多数もっている千葉市社会福祉協議会だからこそ積み重ね

ていけるキャリアと、繋がれる多職種の仲間達が大きな連携力を生み出し、より良い
支援を提供できる職場環境です。

指導員が活躍する施設・・・
・千葉市桜木園
・千葉市療育センター（療育相談所）
・千葉市療育センター（相談支援事業所ぱれっと）
・千葉市療育センター（いずみの家）
・千葉市療育センター（ふれあいの家）
・千葉市療育センター（発達障害者支援センター）

・千葉市療育センター
（児童発達支援センター）
・千葉市大宮学園
・千葉市障害者福祉センター
・千葉市各区いきいきプラザ（センター）



キャリアパス
『指導員キャリアパス』『指導員チェックリスト』を用いて育成
定期的に異動を行いながら、各部門で必要な知識や技術を身に着けます。適性を見ながら
リーダークラス、管理職または得意分野を究めたスペシャリストを目指していただきます。

【相談部門】
（療育相談所・発達障害者支援セン
ター・相談支援事業所ぱれっと）

相談援助に関する
専門的な知識・支
援方法を習得

【障害児部門】
（児童発達支援センター・桜木

園）

障害児に関する専
門的な知識・療育
に関する知識・技

法を習得

【障害者部門】
（いずみの家・障害者福祉セン

ター・ふれあいの家）

障害者に関する専
門的な知識、福祉
機器に関する知
識・技法を習得

【高齢者部門】
（いきいきプラザ・センター・

デイサービス）

高齢者福祉に関す
る専門的な知識、
介護予防に関する
知識・技法を習得

指導員としての基礎知識を学ぶ期間
（法令関係、技術・話術、関係機関の役割や機能等）

中堅・リーダークラス
高度な事務業務・指導方法の習得・事業全体の詳細な知識

管理職

事業の管理・
部下育成指導

スペシャリスト

各分野を究める

初任者

1
年
～
10
年

10
年
以
上



各施設の業務内容・・・

千葉市桜木園

重症心身障害児者（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した方）に対し、医療、看護、
介護、療育を行う施設。
①入所施設（療養介護・医療型障害児入所施設） 入所定員 ５５名（うち短期入所５名）
②通所施設（児童発達支援・放課後等デイサービス・生活介護） 通所定員 ２０名／日

指導員の業務は？

未就学児から高齢者まで、幅広い年齢層の障害児者を支援。

①創作などの日中活動支援、療育
②季節行事、外出、家族行事等の企画、実施
③有償ボランティアを活用した行事の企画、実施
④生活支援（食事、入浴、排泄、移乗介助など含む）
⑤個別支援計画案の作成
⑥ご家族との各種面談（医療、支援計画提示、利用契約など）の日程調整及び意向の確認
⑦児童相談所、市町村、特別支援学校など関係機関との連携
⑧実習の受け入れ（教員免許（介護等体験）、保育実習） など・・・

（医療型障害児入所施設）



療育相談所

指導員の業務は？

発達に心配のあるお子さんとそのご家族等の相談を受けたり、お子さんの検査・評価・診断を
行い、早期発見と発達支援をしている医療機関。

発達に心配のあるお子さんとそのご家族等の相談を受け、診察や療育の相談窓口となり地域で
安心して生活ができるように支援しています。

発達障害者支援センター

指導員の業務は？

千葉市内にお住まいの、自閉症・アスペルガー症候群やその他の広汎性発達障害（PDD）、学
習障害（LD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）などの発達障害があるご本人、ご家族、支援者
及び関係機関からの相談を受ける施設。

発達障害のある方や、その家族からの様々な不安や悩みなどの相談を受け、地域で安心して生
活ができるように、必要なサービスが受けられるようにお手伝いをします。

（障害児相談検査部門）

（発達障害者支援センター）



相談支援事業所ぱれっと

指導員の業務は？

障害児とその保護者や障害がある方からのご相談に応じ、障害特性に応じたサービス利用につ
いての助言や情報提供を行います。将来の希望や家庭環境等をお伺いし課題を整理したうえで、
適切なサービスが提供されるよう、障害児支援利用計画の作成・見直しや連絡調整を行います。

障害のある児とその保護者や障害のある方からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言等を行
うなど、相談業務をメインとしたお仕事です。

ふれあいの家

指導員の業務は？

障害をお持ちの方がご自身で通い、習い事やサークル活動を楽しんだり、身体機能の維持・改
善、日常生活動作や環境などの見直し、言語聴覚訓練などを個別やグループで行います。

日常生活や健康面などさまざまな相談に応じ、また福祉制度の利用方法や関係施設・関係機関
の紹介などを行います。

（障害児相談支援事業所・特定相談支援事業所）

（身体障害者福祉センター）



千葉市療育センター 児童発達支援センター

指導員の業務は？

千葉市大宮学園 児童発達支援センター

就学前の上肢・下肢・体幹に障害を持つ児童や発達に遅れのある児童が保護者とともに通園し、
日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練などを行っています。

が保護者とともに通園し、きこえとことば、コミュニケーショ
ンについての療育を行っています。

就学前の知的発達に遅れのある児童または就学前の上肢・下肢・体幹に障害を持つ児童が通園
し、心身の健やかな発達と集団生活に適応できる基礎作りを目的とした療育を行います。

上記児童発達支援センターでは、相談や療育を行っています。
お子さんへの直接的な支援（コミュニケーション、社会性、生活習慣など）のほか、家族や地
域への支援を行います。

（障害児通所支援事業所）

（障害児通所支援事業所）



いずみの家

指導員の業務は？

・一般の就労を希望する通所可能な６５歳未満の知的障害の方に、就労に必要な知識や能力を
身につけるための訓練や就職後の相談等支援を行います。（就労移行支援事業）
・一般企業等での就労が困難な通所可能な知的障害の方に、施設内において就労の機会を提供、
就労等に必要な知識や能力の向上のための訓練や支援を行います。（就労継続B型事業所）

就労を目指すご利用者に対し、就職活動に必要なプログラムのご案内や就労移行、定着支援な
ど、就労に必要な業務全般を行います。また、施設内での就労の支援や日常生活の支援、ご利
用者等への相談援助を行います。

千葉市障害者福祉センター

指導員の業務は？

障害のある方が地域で豊かな生活を送れるよう、生活や健康面での相談や専門スタッフによる
日常生活訓練を行ったり、創作活動やスポーツ活動、講座等を実施し、日常生活支援や社会参
加の促進を行っています。

福祉・生活・日常生活訓練などの相談対応やスポーツ、創作活動講座の企画立案および運営、
イベントやレクリエーション活動の運営を行います。ご利用者の声を聴いて、企画を考え、い
かに笑顔になってもらえるか、腕の見せどころです。

（障害福祉サービス事業所）

（身体障害者福祉センター）



千葉市いきいきプラザ（センター）

６０歳以上の方が明るく健康で生きがいのある生活が送れるように、福祉講座やイベント、レクリエーション等を
実施したり、生活相談や健康相談、地域との交流、世代間の交流など、健康増進や介護予防、社会参加の促進や教
養の向上などを目的とし、提供しています。

 市内のいきいきプラザ・センター 
（中 央 区）中央いきいきプラザ★、蘇我いきいきセンター
（花見川区）花見川いきいきプラザ★、花見川いきいきセンター、さつきが丘いきいきセンター
（稲 毛 区）稲毛いきいきプラザ、あやめ台いきいきセンター
（若 葉 区）若葉いきいきプラザ、大宮いきいきセンター、都賀いきいきセンター
（ 緑 区 ）緑いきいきプラザ、越智いきいきセンター、土気いきいきセンター
（美 浜 区）美浜いきいきプラザ★、真砂いきいきセンター
★マークがついている「いきいきプラザ」にはデイサービスセンターが併設されています。

指導員の業務は？

座やイベント、レクリエーション等を企画立案、実施したり、地域・町内自治会等に出かけて体操をしたり、市内
全域にある他のプラザ・センターや関係機関と連携をしながら千葉市の高齢者福祉を推進しています。

（老人福祉センター）

（老人デイサービスセンター）
で公的介護保険制度にて、要介護認定（要支援１，２要

が、出来る限り自宅で自立した日常生活を送れるよう、入浴や食事、機能訓練
などをサポートします。

（老人福祉センター）

（老人福祉センター・デイサービスセンター）

（老人デイサービスセンター）
利用者及び家族の相談に対する援助や施設の説明を行い、安心して利用できるようコミュニケーションを図ります。
内外部期間や多職種との連携や調整を実施して、個々の利用者の状況を把握しながら的確なケアプラン等の作成を
行います。


